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下
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『
平
安
時
代
陰
陽

史

究
』水

野

杏

紀

山
下
克

氏
は
陰
陽

の

究

で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
に
陰
陽

に
關
す
る
多
數
の
論

を
發
表
し
て
い
る
。
ま
た
『
平
安
時
代

の
宗
敎

と
陰
陽

』（
岩
田
書
院
、
一
九
九
六
年
）、『
陰
陽

の
發
見
』（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ブ
ッ
ク
ス
、
日
本
放

出
版
協
會
、
二
〇
一
〇

年
）
な
ど
の

作
が
あ
る
が
、
本
書
は

の
こ
れ
ま
で
の
陰
陽

究
の
集
大

と
い
え
る
も
の
で
あ
る
。

年
、
陰
陽

の
關

史
料
は

數
、

敎
、
天

、

な

ど
に
關

す
る
記

や
佚

他
が
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
陰
陽

以
外
の

究

か
ら
も

目
を
集
め
て
い
る
。

そ
う
し
た
現
況
に
お
い
て
、
本
書
は
陰
陽

の
定
義
か
ら

史

變

に
至
る
ま
で
を

べ
、
陰
陽

と
儒
敎
・

敎
・
密
敎
と

の
關

性
、
陰
陽

史
料

體
の

と
紹
介
の
他
、
陰
陽

史

料
と

鮮

島
の
史
料
と
の
比
較

討
な
ど
も
紹
介
す
る
も
の
で
、

陰
陽

の
隣
接
分
野
や
關

究
に
お
い
て
も
有
用
な
書
と
な
っ

て
い
る
。

本
書
の
構

は
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。

序

陰
陽

の
特
質
と
關
係
典

第
一
部

陰
陽

の

立
と
そ
の
展
開

第
一

陰
陽

の

立
と
儒
敎

理
念
の

四
八
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第
二

陰
陽

の
宗
敎

特
質

第
三

陰
陽

信
仰
の

相

中
世

期
の
貴
族
官

人
・

市
民
・
陰
陽
師

第
四

密
敎
修
法
と
陰
陽

第
五

院
政
期
の
大
將
軍
信
仰
と
大
將
軍
堂

第
二
部

安
倍
晴

と
天

家
安
倍
氏

第
一

安
倍
晴

の
邸
宅
と
そ
の
傳
領

第
二

安
倍
晴

の
「
土
御
門
の
家
」
と
晴

傳
承

第
三

天

と
天

家
安
倍
氏

第
三
部

陰
陽

と

史
料

第
一

陰
陽

關

史
料
の
傳
存

況

第
二

『
承
久
三
年

』
の
考
察

第
三

『
大

陰
陽
書
』
の
考
察

日
本
の
傳
本
を
中

心
と
し
て

第
四

宣

に
つ
い
て

『
高
麗
史
』

志
と
日
本

の
傳
本

附
論

平
安
時
代

期
の
政
治
課
題
と

三
傳
・
三

史
・『
劉
子
』
の
利
用

以
下
、
各
部
、
各

の

點
を

に
解

す
る
。

序

「
陰
陽

の
特
質
と
關
係
典

」。

が
陰
陽

に
關
し
て

討
し
て
き
た
問
題
點
の
う
ち
、
陰

陽
師
の
機
能
と
宗
敎

性
格
に
つ
い
て
、
關

典

を
も
と
に
し

な
が
ら
、

括

に
と
り
あ
げ
て
い
る
。
そ
の
ひ
と
つ
で
あ
る
陰

陽

と
は
何
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、「
災

や
怪
異
・
病

を
モ
ノ
の
警

・
祟
り
と
考
え
、
占
い
と
祭
祀
で
對
處
す
る
こ

と
」
と
し
、
こ
こ
に
陰
陽
師
、
陰
陽

の
本
質
が
あ
る
と
し
て
い

る
。第

一
部
「
陰
陽

の

立
と
そ
の
展
開
」。

第
一

「
陰
陽

の

立
と
儒
敎

理
念
の

」。

ま
ず

年
の

究
動
向
を
踏
ま
え
、
陰
陽

と
い
う
名

は
日

本
以
外
に

用
し
て
い
な
い
こ
と
を

べ
、
陰
陽

と
は
陰
陽
五

行

・
占

・

・
天

・

敎
信
仰
な
ど
の
中
國

を

な
構

素
と
し
な
が
ら
、
平
安
時
代

・
中
期
に
獨
自
に

立

し
た
と
す
る
。

さ
ら
に
陰
陽

立
の
基
盤
と
な
っ
た
の
は
律
令
制
下
の
官
廳

の
陰
陽
寮
で
あ
る
と
し
て
お
り
、
陰
陽
寮
官
僚
が
職
務
と
し
た
占

四
九

山
下
克

『
平
安
時
代
陰
陽

史

究
』
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・

、
天

占
な
ど
の
未
然
の
吉
凶
を
豫
測
す
る

（

數
と

總

さ
れ
る
）
を
も
と
に
、
こ
れ
を
補
完
す
る
不
祥
や
凶
兆
を
壤はら

う
呪

・
祭
祀
を
取
り

ん
だ
呪

宗
敎
と
な
り
、
九
世
紀
後

か
ら
一
〇
世
紀
に
か
け
て

立
し
た
と
し
て
い
る
。

さ
ら
に
陰
陽
寮
職
務
の
宗
敎

が
陰
陽

立
の
指
標
と
な
り
、

九
世
紀
後

か
ら
は
五
行
家

の
『
董
仲
舒
祭
書
』
や

敎
經
典

な
ど
の
傳
來
書
を
典
據
と
し
て
祭
祀
活
動
が
本
格

し
た
こ
と
を

べ
て
い
る
。

ま
た
九
世
紀
後

に
は
、
儒
敎

な
合
理

義
の

義
が

し
、
そ
れ
と
反
比
例
す
る
よ
う
に
、
貴
族
社
會
に
怪
異
へ
の
恐
れ

が
廣
が
り
、
陰
陽
寮
官
僚
の
活
動
が
活
發

し
た
こ
と
を

く
。

第
二

「
陰
陽

の
宗
敎

特
質
」。

九
世
紀
後

か
ら
陰
陽
寮
官
人
が
呪

や
祭
祀
活
動
を
行
い
、

こ
こ
に
呪

宗
敎
と
し
て
の
陰
陽

が

立
し
た
こ
と
を

げ

る
。
占

を
行
使
し
な
が
ら
も
、
日
本
の
在
來
の
神

念
や

敎

信
仰
を
基
盤
に
活
動
し
、
ま
た
祟
り
や
凶
兆
を
豫
測
し
て
そ
れ
を

け
、
そ
れ
に
關
す
る
祓
い
や
祭
祀
を
行
う
。
つ
ま
り
陰
陽
師
は

占
い
師
で
あ
り
、
息
災
や
除
病
を

願
す
る
特
異
な
宗
敎
家
と
し

て
機
能
し
て
き
た
こ
と
を

べ
る
。
ま
た
陰
陽

は
死
後
の
展

、

來
生

を
持
た
な
い
、
現
世
に
生
き
る
人
の
願

を
滿
た
す
世
俗

な
宗
敎
で
あ
っ
た
と
位
置
づ
け
て
い
る
。

第
三

「
陰
陽

信
仰
の

相

中
世

期
の
貴
族
官
人
・

市
民
・
陰
陽
師

」。

下

官
人
の

・
四
季
の
泰
山
府
君
祭
な
ど
の
恒
例
祭
祀
を

例
に

げ
て
お
り
、
陰
陽

信
仰
が
社
會

に
定
着
し
、
か
つ
陰

陽

由
來
の
信
仰
が
民
衆

に

す
る
こ
と
を
中
世

な
展
開

と
し
て
い
る
。

第
四

「
密
敎
修
法
と
陰
陽

」。

平
安
時
代
中
後
期
、
顯
密
の
寺
院
と
陰
陽

は
國
家
・
貴
族
社

會
に
お
け
る
宗
敎
と
し
て
の
機
能
を
果
た
し
な
が
ら
、
密
敎
行
法

の
中
に
陰
陽

の

素
が
濃
厚
に
取
り

ま
れ
て
新
た
な
修
法

が

立
し
た
。
そ
の
基
本

因
と
し
て
、

代
後
期
の
密
敎
が

敎
の
信
仰

素
を
取
り

み
、
兩

が
宗
敎

基
盤
を
共
有
し

た
こ
と
を

げ
て
い
る
。
ま
た
陰
陽

と
密
敎
の

合
は
、
陰
陽

が
獨
自
の
世
界

、
來
生

を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
そ

の

因
の
ひ
と
つ
と
し
て
い
る
。

五
〇

山
下
克

『
平
安
時
代
陰
陽

史

究
』
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ま
た
陰
陽

の
神
々
の
信
仰
は
、
大
き
く
と
ら
え
る
な
ら
ば
、

顯
密
佛
敎
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
の
枠
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
お
り
、

そ
こ
に
兩

の
融
合
を
促

す
る
基
盤
が
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。

第
五

「
院
政
期
の
大
將
軍
信
仰
と
大
將
軍
堂
」。

陰
陽

と
の
關

で
、
院
政
期
に

行
す
る
大
將
軍
信
仰
に
つ

い
て

べ
る
。
陰
陽

は
そ
も
そ
も
寺
院
や
神
社
な
ど
特
定
の
宗

敎
施
設
を
持
た
な
い
が
、
大
將
軍
堂
は
陰
陽
師
の
關
與
は
な
く
、

市
井
の
宗
敎

、
民
衆
に
よ
っ
て
信
奉
さ
れ

立
し
た
施
設
と
さ

れ
た
こ
と
を

げ
て
い
る
。

第
二
部
「
安
倍
晴

と
天

家
安
倍
氏
」。

第
一

「
安
倍
晴

の
邸
宅
と
そ
の
傳
領
」。

安
倍
晴

の
邸
宅
推
定
地
を
「
左
京
北
邊
三
坊
二
町
（
西

町
）」
と
す
る
。
土
御
門
家
は
豐
臣
秀
吉
の
諱
忌
に

れ
て

よ

り

放
さ
れ
た
が
、
江

時
代
に
な
り
下
京

小
路
村
に
居
を
構

え
た
。

し
か
し
、
こ
の
時
代
に
は
土
御
門
家
の
古
來
の
陰
陽

の
占
法
、

六
壬
占
法
が
傳
わ
ら
ず
、
同
時
に
晴

有

の
靈

、
土
御
門
家

の
舊
地
が

れ
去
ら
れ
た
。
こ
れ
を

世
と
古
代
・
中
世
陰
陽

の

の

と
位
置
づ
け
て
い
る
。

第
二

「
安
倍
晴

の
「
土
御
門
の
家
」
と
晴

傳
承
」。

晴

一
人
が
陰
陽
師
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
收
斂
し
て
い
っ
た
背

景
を
考
察
し
て
い
る
。
平
安
時
代
末
晴

の
土
御
門
の
家
を
相
續

し
た
泰
親
ら
は
、
晴

を
顯
彰
し
て
そ
の
舊
地
を
靈

す
る
こ

と
で
、
位
階
や
官
職
の
面
で

え
ず
賀
茂
氏
の
風
下
に
立
た
さ
れ

た
こ
と
か
ら

却
し
よ
う
と
し
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
安

倍
家
の
存
續
の

機
を
回

し
、
安
定
を
は
か
る
狙
い
が
あ
っ
た

こ
と
を

べ
て
い
る
。

第
三

「
天

と
天

家
安
倍
氏
」。

日
本
古
代
・
中
世
の
天

に
關
わ
る

識
の
體
系
で
あ
る
天

や
陰
陽

、
宿

の
う
ち
、
本

で
は
中
國
天

家
の

を

受
し
天

測
と
天

占
を

い

廷
の
施
策
に
も
影

を
與

え
た
天

を
考
察
し
て
い
る
。

律
令
制
に
お
い
て
は
陰
陽
寮
に
天

博
士
が
お
か
れ
る
が
、
天

は
や
が
て
安
倍
氏
の
家
業
と
な
る
。
天

知
識
や
制
度
、
技

な
ど
は
中
國
の
も
の
が

承
さ
れ
た
。
ま
た
安
倍
氏
な
ど
の
天

家
に
よ
っ
て

測
が
行
わ
れ
た
が
、
そ
れ
が
爲
政

の
關
心
と

五
一

山
下
克

『
平
安
時
代
陰
陽

史

究
』
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あ
わ
せ
て
多
數
の
天

記

が

さ
れ
た
。

こ
う
し
て
安
倍
氏
に
は
『
三
家

』
や
彗
星
・
氣

圖
を
と

も
な
う
「

卦
法
」
な
ど
の
（
現
在
中
國
に
は

ら
な
い
）
重

な
天

書
や
、
そ
れ
ら
の

項
を
ま
と
め
た
『
天

抄
』
な
ど

が
傳
え
ら
れ
た
。
そ
の
一
方
で
、
安
倍
家
で
は
天

の
技
能
の

確
性
よ
り
も
、
家
業
の
存
在
を
優
先
さ
せ
て
い
っ
た
。
こ
れ
を

中
世
國
家
の
支

體
制
に

因
が
あ
る
と
し
て
い
る
。

第
三
部
「
陰
陽

と

史
料
」。

陰
陽

の

究
の
大
き
な
史
料
群
で
あ
る
若
杉
家

書
の
公
開

に
よ
り
、
陰
陽
家
が
用
い
た
中
國
傳
來
の
典

や
、
彼
ら
が

し

た

作
、
勘

、
記

や

書
な
ど
が
徐
々
に

ら
か
に
な
っ
て

い
っ
た
こ
と
を

げ
る
。

ま
た
中
村
璋
八

『
日
本
陰
陽

書
の

究
』（

古
書
院
、
一

九
八
五
年
﹇

補
版
、
二
〇
〇
〇
年
﹈）、
村
山
修
一

『
陰
陽

基
礎
史
料
集

』（
東
京
美

、
一
九
八
七
年
）、
詫

直
樹
・
高

田
義
人

『
陰
陽

關
係
史
料
』（

古
書
院
、
二
〇
〇
一
年
）

な
ど
の
先
行

究
を
踏
ま
え
、
第
三
部
で
は
陰
陽

史
料
の
俯
瞰

な

討
が
な
さ
れ
て
い
る
。

特
に
本

の
記
載

容
は
、
史
料

價
値
が
高
い
も
の
と
な
っ

て
い
る
。

第
一

「
陰
陽

關

史
料
の
傳
存

況
」。

一
、
陰
陽
寮
の
テ
キ
ス
ト
と
滋
嶽
川
人
の

作
、
二
、
日
時
・

方
角
關
係
（『

林
』『
陰
陽
略
書
』『
陰
陽

書
』『
陰
陽
博
士
安
倍

孝
重
勘

記
』『
陰
陽

舊
記
抄
』『
陰
陽
吉
凶
抄
』『
方
角
禁
忌
』『
建

天

書
』『

林
問
答
集
』『
日
法

書
』）、
三
、
五
行

・
占

關
係

（『
五
行
大
義
』『
占
事
略
決
』『
六
甲
占
抄
』）、
四
、
祭
祀
關
係
（『
反

作
法

作
法
』『
反

部

記
』『
小
反

作
法

護
身
法
』『

肝

抄
』『
陰
陽

祭
用
物
帳
』『
祭

部

』『

祭

故
實
抄
』）、
五
、

關
係
（『
大

陰
陽
書
』、『
宣

』『
符
天

日

差
立

』

『

定
附
之
事
』、
六
、
天

關
係
（『
天

』『
天
地
瑞
祥
志
』

『
石
氏

』『

家
法
』『
格
子

圖
』『
安
倍
泰
親

臣
記
』『
天

書
口
傳
』『
天

抄
』『
家

』『
天
變
地
妖
記
』）、
七
、
日

記
・

書
・
系
圖
（『

和
二
年
記
』『
承
久
三
年

』『
永
仁
五

年
朔
旦

至
記
』『
在

臣
記
』「
土
御
門
家
關
係
記

」「
土
御
門

家

書
」『
醫
陰
系
圖
』）、
八
、
賀
茂
・
安
倍
兩
氏
が
傳
え
、
失
っ

た
史
料
、
を

げ
る
。

五
二

山
下
克

『
平
安
時
代
陰
陽

史

究
』
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第
二

「『
承
久
三
年

』
の
考
察
」。

承
久
三
年
（
一
二
二
一
）
の

に
關
し
て
天
理
大
學
附
屬

天
理
圖
書

藏
本
、
金
毘
羅
宮

藏
本
、
石
川
武
美
記
念
圖
書

堂

庫

藏
本
、
神
田
喜
一

氏

藏
『

惠
上
人
夢

記
』
紙
背

を
比
較

討
し
、
天
理
本
が
原
本
で
あ
る
こ
と
を
證

し
、
こ
の
天
理
本
の
飜
刻
を

載
す
る
。

第
三

「『
大

陰
陽
書
』
の
考
察

日
本
の
傳
本
を
中
心

と
し
て

」。

『
大

陰
陽
書
』
は
す
で
に
中
村
璋
八
、
大
谷
光
男
兩
氏
が

討
を
し
、

の
陰
陽
家
、
呂
才
の
『
陰
陽
書
』
と
推
定
さ
れ
る
こ

と
を
指
摘
す
る
。
ま
た
こ
れ
ら
は
中
國
で
は
す
で
に
散

し
て
い

る
が
、
わ
が
國
に
は
『
大

陰
陽
書
』

三
十
二
、
三
十
三

の

み
で
は
あ
る
が
、
數
種
の
寫
本
が
傳
わ
る
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
、

こ
れ
ら
の

が

記
載
の
原
點
と
し
て
の
利
用
價
値
が
高
か
っ

た
こ
と
な
ど
を
指
摘
す
る
。
さ
ら
に
各
寫
本
を
比
較

討
、
分
析

し
て
い
る
。

第
四

「
宣

に
つ
い
て

『
高
麗
史
』

志
と
日
本
の

傳
本

」。

宣

は

の
穆
宗
の
長
慶
二
年
（
八
二
二
）
か
ら
昭
宗
の
景

福
元
年
（
八
九
二
）
に
い
た
る
ま
で
七
一
年

行
わ
れ
た

法
で

あ
る
。
日
本
で
は
貞

三
年
（
八
五
九
）
に
陰
陽
頭

博
士
大

春
日
眞
野

呂
の
申

に
よ
り
、

年
か
ら
江

時
代
の
貞
享
元

年
（
一
六
八
四
）
ま
で
の
八
二
三
年
長
期

用
さ
れ
た
。
一
〇

世
紀
か
ら
一
四
世
紀
の

頭
ま
で
、
日
本
と

鮮
は
と
も
に
宣

を
使
っ
て
い
た
。
こ
の
二

の

を
比
較

討
し
、
さ
ま
ざ
ま

な
相

點
を
指
摘
し
て
い
る
。

以
上
本
書
の

容
を

し
た
。

陰
陽

は
、

敎
や
中
國
の
思
想

な
ど
の
影

を
受
け
な

が
ら
日
本
獨
自
の
發
展
を
し
た
。
今
後
陰
陽

究
は
國

外
を

問
わ
ず
、
隣
接
分
野
と
の
多
角

究
が
よ
り
い
っ
そ
う
活
發
に

行
な
わ
れ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
場
合
に
は
、

報
の
共
有

が

必

と
な
る
が
、
本
書
は
そ
の
基
盤
と
な
る
史
料
を
提
供
す
る
一

書
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

そ
う
し
た
多
角

な

究
に
關
し
て
先

に
取
り
組
む

究

の
ひ
と
り
と
し
て
、
山
下
克

氏
の
よ
り
い
っ
そ
う
の
活

に

期
待
を
し
た
い
と
思
う
。

五
三

山
下
克

『
平
安
時
代
陰
陽

史

究
』
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